
令 04 原機（敦廃）007 
令和 4 年 9 月 22 日 

原子力規制委員会 殿

住 所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1 
申 請 者 名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

代表者の氏名 理事長  小口 正範

（公印省略）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉施設

廃止措置計画変更認可申請書の一部補正について

令和 4 年 4 月 28 日付け令 04 原機（敦廃）003 をもって変更認可を申請し，令和

4 年 8 月 24 日付け令 04 原機（敦廃）006 をもって一部補正した新型転換炉原型炉

施設の廃止措置計画を添付のとおり一部補正いたします。



添付

１．補正内容

令和 4 年 4 月 28 日付け令 04 原機（敦廃）003 をもって変更認可を申請し，令和

4 年 8 月 24 日付け令 04 原機（敦廃）006 をもって一部補正した新型転換炉原型炉

施設の廃止措置計画に関し，別紙のとおり補正する。

２．補正理由

本文 7「廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設の位置，構造及び

設備並びにその性能，その性能を維持すべき期間」の原子炉補機冷却系代替冷却装

置の設計方針に係る記載の一部を適正化する。

以 上



別紙

新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書

補正前後比較表



新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表

注）補正後欄の下線は，変更事項に含まない。

補正前 補正後 備 考

７ 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設の位置，構造及び設備並びに

その性能，その性能を維持すべき期間 

7.1 専ら廃止措置で使用する性能維持施設の設計及び工事の方法（省略） 

7.2 性能維持施設の変更に係る設計及び工事の方法 

7.2.1 原子炉補機冷却系の供用終了に伴う代替冷却装置の設置 

(1) 目的

原子炉補機冷却系は，廃止措置の進展に伴い，原子炉運転中と比較して必要な

除熱対象機器が減少してきているものの，原子炉補機冷却系のポンプの定格流量

を維持するため，除熱が不要となった機器にも通水を実施している。このため，

原子炉補機冷却系による一括冷却方式から，「６ 廃止措置期間中に性能を維持

すべき発電用原子炉施設」表 6-1に記載のとおり，除熱対象機器ごとに，その設

備の除熱容量を有した個別の代替冷却装置（以下「冷却装置」という。）を設置

して，除熱対象の設備と一体的に維持管理する分散型方式へ変更する。ただし，

圧縮空気系設備空気圧縮機については，冷却水を使用しない空冷式に変更して原

子炉補機冷却系の供用を終了する。 

なお，原子炉補機冷却系代替冷却装置が故障等により性能を維持できなくなっ

た場合は，保安規定に基づく品質マネジメントシステムに従い不適合管理の下で

復旧時期及び復旧までの影響並びに必要な措置等について検討し，復旧措置を行

う。 

(2) 冷却装置の概要

原子炉補機冷却系による冷却水が必要な負荷は，令和 4 年 3 月末時点におい

て，以下に示す設備の機器のみとなり，除熱対象機器ごとに適切な冷却装置を設

７ 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設の位置，構造及び設備並びに

その性能，その性能を維持すべき期間 

7.1 専ら廃止措置で使用する性能維持施設の設計及び工事の方法（変更なし） 

7.2 性能維持施設の変更に係る設計及び工事の方法 

7.2.1 原子炉補機冷却系の供用終了に伴う代替冷却装置の設置 

(1) 目的

原子炉補機冷却系は，廃止措置の進展に伴い，原子炉運転中と比較して必要な

除熱対象機器が減少してきているものの，原子炉補機冷却系のポンプの定格流量

を維持するため，除熱が不要となった機器にも通水を実施している。このため，

原子炉補機冷却系による一括冷却方式から，「６ 廃止措置期間中に性能を維持

すべき発電用原子炉施設」表 6-1に記載のとおり，除熱対象機器ごとに，その設

備の除熱容量を有した個別の代替冷却装置（以下「冷却装置」という。）を設置

して，除熱対象の設備と一体的に維持管理する分散型方式へ変更する。ただし，

圧縮空気系設備空気圧縮機については，冷却水を使用しない空冷式に変更して原

子炉補機冷却系の供用を終了する。 

なお，原子炉補機冷却系代替冷却装置が故障等により性能を維持できなくなっ

た場合は，保安規定に基づく品質マネジメントシステムに従い不適合管理の下で

復旧時期及び復旧までの影響並びに必要な措置等について検討し，復旧措置を行

う。 

(2) 冷却装置の概要

原子炉補機冷却系による冷却水が必要な負荷は，令和 4 年 3 月末時点におい

て，以下に示す設備の機器のみとなり，除熱対象機器ごとに適切な冷却装置を設

・変更なし
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表

注）補正後欄の下線は，変更事項に含まない。

補正前 補正後 備 考

置する。なお，これらの機器は，使用時のみ運転するものであることから，機器

運転に合わせて冷却水を供給する。 

① 再生廃液処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器

② 中央制御室換気系チリングユニット

③ 床ドレン処理系床ドレン収集ポンプ

④ 機器ドレン処理系廃液収集ポンプ

⑤ プール水冷却浄化系循環ポンプ

原子炉補機冷却系の供用終了に伴い実施する原子炉補機冷却系から冷却装置

への変更概要等については，「添付書類６ 廃止措置期間中に性能を維持すべき

発電用原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明

書」の別添資料 3-1として示す。 

また，冷却装置を構成する主要機器等の設計においては,研究開発段階発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委員会

規則第 10 号。以下「研開炉技術基準規則」という。）に準拠し,次の①から④に

示すとおりとする。なお,研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準への適合性について，「添付書類６ 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電

用原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書」の

別添資料 3-2として示す。 

① 再生廃液処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器冷却装置

(a) 系統構成

再生廃液処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器冷却装置は，密閉型冷却塔及び

冷却水循環ポンプにより構成し，冷却水入口配管及び出口配管の一部につい

ては既設を供用する。 

(b) 設計方針

置する。なお，これらの機器は，使用時のみ運転するものであることから，機器

運転に合わせて冷却水を供給する。 

① 再生廃液処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器

② 中央制御室換気系チリングユニット

③ 床ドレン処理系床ドレン収集ポンプ

④ 機器ドレン処理系廃液収集ポンプ

⑤ プール水冷却浄化系循環ポンプ

原子炉補機冷却系の供用終了に伴い実施する原子炉補機冷却系から冷却装置

への変更概要等については，「添付書類６ 廃止措置期間中に性能を維持すべき

発電用原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明

書」の別添資料 3-1として示す。 

また，冷却装置を構成する主要機器等の設計においては,研究開発段階発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委員会

規則第 10 号。以下「研開炉技術基準規則」という。）に準拠し,次の①から④に

示すとおりとする。なお,研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準への適合性について，「添付書類６ 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電

用原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書」の

別添資料 3-2として示す。 

① 再生廃液処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器冷却装置

(a) 系統構成

再生廃液処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器冷却装置は，密閉型冷却塔及び

冷却水循環ポンプにより構成し，冷却水入口配管及び出口配管の一部につい

ては既設を供用する。 

(b) 設計方針

・変更なし
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線は，変更事項に含まない。 

補正前 補正後 備 考 

1) 冷却塔 

冷却塔は，製造メーカにおける密閉型の既製品とし，冷却能力は，原子

炉補機冷却系による冷却能力と同等以上のものを 2個設置する。 

2) 冷却水循環ポンプ 

冷却水循環ポンプは，製造メーカにおける既製品とし，冷却水流量は，

冷却塔の冷却能力に応じたものを 2個設置する。 

3) 配管等 

主要な配管の材料は，日本産業規格に準じたものとする。 

(c) 設置場所 

原子炉補助建屋内（廃棄物処理室）及び屋外（原子炉補助建屋屋上） 

(d) 機器等の仕様 

主要な機器の仕様を表 7-1に示す。 

(e) 試験・検査 

本工事における試験・検査項目については，工事の工程に従い次の項目に

ついて，図 7-6に示すとおり実施する。 

・外観検査 

・据付検査 

・耐圧漏えい検査 

・機能検査 

(f) 工事工程 

再生廃液処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器冷却装置の設置に関する工事

工程を図 7-7に示す。 

 

② 中央制御室換気系チリングユニット冷却装置（省略） 

 

1) 冷却塔 

冷却塔は，製造メーカにおける密閉型の既製品とし，冷却能力は，原子

炉補機冷却系による冷却能力と同等以上のものを設置する。 

2) 冷却水循環ポンプ 

冷却水循環ポンプは，製造メーカにおける既製品とし，冷却水流量は，

冷却塔の冷却能力に応じたものを設置する。 

3) 配管等 

主要な配管の材料は，日本産業規格に準じたものとする。 

(c) 設置場所 

原子炉補助建屋内（廃棄物処理室）及び屋外（原子炉補助建屋屋上） 

(d) 機器等の仕様 

主要な機器の仕様を表 7-1に示す。 

(e) 試験・検査 

本工事における試験・検査項目については，工事の工程に従い次の項目に

ついて，図 7-6に示すとおり実施する。 

・外観検査 

・据付検査 

・耐圧漏えい検査 

・機能検査 

(f) 工事工程 

再生廃液処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器冷却装置の設置に関する工事

工程を図 7-7に示す。 

 

② 中央制御室換気系チリングユニット冷却装置（変更なし） 

 

 

 

・記載の適正化（冷

却塔の冷却能力は原

子炉補機冷却系によ

る冷却能力と同等以

上のものとする設計

方針を明確化するた

め，個数は削除） 

・記載の適正化（冷

却水循環ポンプの冷

却水流量は冷却塔の

冷却能力に応じたも

のとする設計方針を

明確化するため，個

数は削除） 
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表

注）補正後欄の下線は，変更事項に含まない。

補正前 補正後 備 考

③ 床ドレン処理系床ドレン収集ポンプ及び機器ドレン処理系廃液収集ポンプ

冷却装置（省略） 

④ プール水冷却浄化系循環ポンプ冷却装置（省略）

表 7-1 主要な機器の仕様（再生廃液処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器冷却装置） ～ 

表 7-4 主要な機器の仕様（プール水冷却浄化系循環ポンプ冷却装置）（省略） 

7.2.2 圧縮空気系設備の更新（省略） 

③ 床ドレン処理系床ドレン収集ポンプ及び機器ドレン処理系廃液収集ポンプ

冷却装置（変更なし） 

④ プール水冷却浄化系循環ポンプ冷却装置（変更なし）

表 7-1 主要な機器の仕様（再生廃液処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器冷却装置） ～ 

表 7-4 主要な機器の仕様（プール水冷却浄化系循環ポンプ冷却装置）（変更なし） 

7.2.2 圧縮空気系設備の更新（変更なし） 

・変更なし

4


	01 変更認可申請 補正書【鏡】(20220909)
	02 変更認可申請書案【別紙】(20220831)
	03 廃措計画補正前後比較表(20220912)r1



